
令和６年度第２回 足立区地域保健福祉推進協議会 

「子ども支援専門部会」 
令和６年７月２３日 

件 名 令和６年４月１日の保育所等利用待機児童の状況について 

所 管 部 課 子ども家庭部 保育・入園課 

内 容 

１ 保育所等利用待機児童数調査とは 

  国が全国の保育所等の状況把握のため、毎年実施している調査。 

  ４月１日時点の保育所等利用待機児童数（保育の必要性が認定され、

区に保育施設の利用を申し込んでいるが利用していない児童）から、東

京都認証保育所の利用児童や、私的な理由で待機している児童等を除外

した数（別紙参照）。 

 

２ 令和６年４月１日現在待機児童数 ５人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ ｢育児休業延長のための申込み｣であることを確認した場合 

※２ 区が他に利用可能な保育所等の情報の提供を行ったにも関わら

ず、特定の保育所等を希望し、待機している場合 

 

 

報告事項１ 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4･5歳児 計

認可保育所 727 1,924 2,215 2,345 4,844 12,055

認定こども園 0 20 32 59 190 301

小規模保育 51 145 140 0 0 336

家庭的保育 30 90 103 0 0 223

公設認可外 3 25 27 13 21 89

認証保育所利用 5 82 10 1 1 99

幼稚園利用 0 0 2 3 1 6

企業主導型保育利用 0 22 9 2 0 33

育児休業※１ 17 121 8 0 0 146

私的理由※２ 21 107 12 4 5 149

求職活動休止 0 0 0 0 0 0

申込者数 [Ａ]
(継続利用児含む)

854 2,541 2,558

5,055 13,004

433

保
育
施
設
在
園
児
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保育施設在園児数
811 2,204 2,517

合　計 [Ｂ]

7

2,427 5,062 13,442

2,417

（単位：人）
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待機児童数

[Ａ] - [Ｂ] - [Ｃ]
0 5 0 0

除外した児童数

合　計 [Ｃ]
43 332 41 10



３ 年齢別待機児童数（各年４月１日時点） 

 

 

 

４ 地域別待機児童数（各年４月１日時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
５ 保育需要率の推移 

保育を必要とする児童が全体に占める割合を示す「保育需要率」は、

前年比１．７ポイント増の５５．９％となった。 

 

 

 

 

【参考】保育需要率の推移（各年４月１日現在） 
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1・2歳児

3～5歳児

全体

0歳児

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計

令和5年 0 0 0 0 0 0 0

令和6年 0 5 0 0 0 0 5

前年との差 増減なし 5増 増減なし 増減なし 増減なし 増減なし 5増

（単位：人）

（単位：人）

R5 R6 R5 R6

1 千住地域 0 0 8 六町地域 0 3

2 綾瀬地域 0 1 9 竹の塚地域 0 0

3 中川地域 0 0 10 宮城・小台地域 0 0

4 佐野地域 0 0 11 江北・扇地域 0 0

5 中央本町地域 0 0 12 鹿浜地域 0 1

6 梅田地域 0 0 13 舎人地域 0 0

7 西新井・島根地域 0 0 14 新田地域 0 0

0 5

ブロック ブロック

区全体

令和６年４月１日時点

年齢区分
人口　①
（単位：人）

保育需要数②
（単位：人）

保育需要率
③（②/①）

前年
（R5.4）

前年比

0歳児 3,865 977 25.3% 26.0% 0.7ﾎﾟｲﾝﾄ減

1・2歳児 8,331 5,559 66.7% 64.3% 2.4ﾎﾟｲﾝﾄ増

3～5歳児 13,214 7,676 58.1% 56.2% 1.9ﾎﾟｲﾝﾄ増

全　体 25,410 14,212 55.9% 54.2% 1.7ﾎﾟｲﾝﾄ増



６ 保育定員の調整（各年４月１日時点） 

  空き定員対策として、令和３年４月入所より、一部の公立認可保育所で

入所定員抑制、私立認可保育所等で利用定員変更を実施している。 

 

 

７ 施設別・年齢別空き定員数（令和６年４月１日現在） 

（単位：人）

R6.4.1

（前年との差）

305 79 100 279 546 1,309

(92) (15) (▲59) (▲2) (▲53) (▲7)

0 9 13 16 29 67

(▲4) (▲5) (6) (▲4) (1) (▲6)

73 3 28 104

(▲12) (▲20) (▲3) (▲35)

33 46 12 91

(0) (▲8) (▲7) (▲15)

3 0 6 0 7 16

(0) (▲1) (4) (▲3) (▲3) (▲3)

67 32 20 9 4 132

(38) (12) (7) (9) (4) (70)

481 169 179 304 586 1,719

(114) (▲7) (▲52) (0) (▲51) (4)

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4・5歳

認証保育所

合　計

合　計

認可保育所

認定こども園

小規模保育

家庭的保育

区立認可外

 

 

８ 今後の方針 

人口減少等の影響を的確に把握するため、令和６年度以降も地域ごと

の保育需要の状況を詳細に分析し、待機児童の解消に向けて、適正な保

育定員の確保を図る。 

また、５月以降も継続して利用状況を調査、分析して対応策を策定し、

年度途中の待機児童の解消を目指していく。 

 

 

（単位：人）

R5 R6 前年との差

保育定員数（認可定員） 16,662 16,204 458減

保育定員数（受入可能数） 15,946 15,736 210減



別紙

１　令和６年４月１日現在の年齢別入所状況

①特定教育・保育施設（２号認定・３号認定）
（単位：人）

0歳 1歳 2歳 3歳 4･5歳 計 0歳 1歳 2歳 3歳 4･5歳 計 管外委託
（再掲）

公立※1 27 126 359 417 503 1,041 2,446 68 300 377 421 918 2,084 8

公設民営 13 81 187 244 268 559 1,339 58 182 236 248 510 1,234 0

私立※2 113 822 1,463 1,658 1,877 3,830 9,650 601 1,442 1,602 1,676 3,416 8,737 29

小　計 153 1,029 2,009 2,319 2,648 5,430 13,435 727 1,924 2,215 2,345 4,844 12,055 37

幼保連携型※1 2 － 16 24 32 64 136 － 12 16 20 53 101 -

保育所型※1 1 － 13 14 15 30 72 － 8 14 13 28 63 -

幼稚園型※2 4 － 12 29 55 149 245 － 6 12 26 109 153 5

小　計 7 0 41 67 102 243 453 0 26 42 59 190 317 5

－ － － － － － － － － 2 3 1 6 －

160 1,029 2,050 2,386 2,750 5,673 13,888 727 1,950 2,259 2,407 5,035 12,378 42

他自治体へ委託[再掲] 4 12 27 8 25 76

他自治体から受託[別掲] 2 1 11 5 19 38

※1　入所抑制を反映した入所定員

※2　利用定員数（募集停止中の施設の定員を除く）

②特定地域型保育事業（３号認定）
（単位：人）

0歳 1歳 2歳 3歳 4･5歳 計 0歳 1歳 2歳 3歳 4･5歳 計 入所率

26 128 161 163 － － 452 51 145 140 － － 336 74.34%

93 56 160 102 － － 318 30 90 103 － － 223 70.13%

119 184 321 265 － － 770 81 235 243 － － 559 72.60%

他自治体へ委託[再掲] － － － － － 0

他自治体から受託[別掲] － － － － － 0

※3　休業中の事業者の定員を除く

③認可外保育施設
（単位：人）

0歳 1歳 2歳 3歳 4･5歳 計 0歳 1歳 2歳 3歳 4･5歳 計 入所率

2 6 19 23 13 28 89 3 19 17 13 21 73 82.02%

33 204 315 328 90 52 989 150 290 289 62 96 887 89.69%

－ － － － － － － 2 6 10 2 5 25

－ － － － － － － 14 112 115 17 18 276

－ － － － － － － － 5 4 － － 9

35 210 334 351 103 80 1,078 169 432 435 94 140 1,270

認証保育所

施
設
数

家庭的保育※3

認証保育所(区外)

合　計

合　計

施
設
数

企業主導型(区外)

企業主導型

公設民営認可外

幼稚園

小規模保育

入所数（委託を含み受託を含まない）

　定員 入所数（委託を含み受託を含まない）

認
可
保
育
所

認
定
こ
ど
も
園

合　計

施
設
数

　定員

　定員 入所数（委託を含み受託を含まない）



別紙

２　ブロック別定員受入可能数

（単位：人）

受入
可能数

施設数 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４･５歳

１ブロック (千住地域) 39 109 51 30 37 90 317

２ブロック (綾瀬地域) 24 70 2 21 31 70 194

３ブロック (中川地域) 11 6 2 3 9 4 24

４ブロック (佐野地域) 25 43 9 7 38 73 170

５ブロック (中央本町地域) 27 43 14 17 12 31 117

６ブロック (梅田地域) 35 58 18 6 29 60 171

７ブロック (西新井・島根地域) 13 17 2 16 12 29 76

８ブロック (六町地域) 30 15 18 8 23 37 101

９ブロック (竹の塚地域) 32 40 10 8 22 28 108

１０ブロック (宮城・小台地域) 4 10 7 6 21 39 83

１１ブロック (江北・扇地域) 21 46 11 23 20 34 134

１２ブロック (鹿浜地域) 26 8 3 19 28 44 102

１３ブロック (舎人地域) 19 5 11 1 11 20 48

１４ブロック (新田地域) 8 11 11 14 11 27 74

合　計 314 481 169 179 304 586 1,719

【参考】施設種別ごと受入可能数
（単位：人）

施設数 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４･５歳 合計

153 305 79 100 279 546 1,309

7 0 9 13 16 29 67

26 73 3 28 0 0 104

93 33 46 12 0 0 91

2 3 0 6 0 7 16

33 67 32 20 9 4 132

314 481 169 179 304 586 1,719

区立認可外

認証保育所

合　計

保育施設空き状況
（認可保育所、認定こども園、小規模保育、家庭的保育、

区立認可外保育所、認証保育所）

※　｢定員受入可能数｣は、各保育施設の｢空き定員数｣を示す。
※　認証保育所以外は、令和6年5月入園分の募集人数

認可保育所

認定こども園

小規模保育

家庭的保育



別紙

【参考】待機児童数の集計方法

（単位：人）

令和5年
4月1日

令和6年
4月1日

346 438

346 433

92 138

174 146

75 149

34 65

0 0

41 84

5 0

0 5

項　　目

２　待機児童数に含めない児童　…Ｂ　［（1）+（2）+（3）+（4）］

３　待機児童数　…Ｃ　［Ａ-Ｂ］

１　不承諾児童数（転園申請・取り下げ等を除いた数）　…Ａ

（1）認証保育所・企業主導型保育事業・私立幼稚園を利用している

（2）「育児休業延長のための申込み」であることを確認した場合、
　　または、入所できたら復職することの同意書の提出がない場合

（3）特定の保育所等を希望し待機している場合（ア＋イ＋ウ）

ア　保育施設利用申込書に第１希望の施設のみ記入している

イ　管外の保育施設のみを希望している

ウ　自宅の近く(概ね半径1㎞以内)に利用可能で空きがある「認可保
　育所」、「小規模保育」、「給食を提供する家庭的保育(保育ママ
　)」または、「認証保育所」 があるが希望していない

（4）保護者が求職活動を休止していることを確認した場合



令和６年度第２回 足立区地域保健福祉推進協議会 

「子ども支援専門部会」 
令和６年７月２３日 

件 名 令和６年度学童保育室の待機児童の状況について 

所 管 部 課 子ども家庭部 学童保育課 

内 容 

令和６年５月１日現在の学童保育室待機児童の状況について、次のと

おり報告する。 

１ 令和６年５月１日現在待機児童数 ３８８人 

（１）学年別待機児童数（前年度からの増減） 

学年 申請者数（対前年） 待機児童数（対前年） 待機児童率 

１年 2,193人（＋363人） 42人  （＋8人） 1.9% 

２年 1,767人 （＋12人） 89人 （＋29人） 5.0% 

３年 1,277人 （＋65人） 105人 （＋44人） 8.2% 

４年 611人 （＋87人） 101人 （＋32人） 16.5% 

５年 176人 （ ＋3人） 37人 （＋10人） 21.0% 

６年 65人 （＋15人） 14人  （＋2人） 21.5% 

計 6,089人（＋545人） 388人（＋125人） 6.4% 

【参考】１年生及び２年生の待機児童数 

学年 申請者数（対前年） 待機児童数（対前年） 待機児童率 

１・２年計 3,960人（＋375人） 131人（＋37 人） 3.3％ 

（２）地域別・学年別待機児童数                （人） 

地域／学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

千住 4  7  20  28  10  5  74 

綾瀬 9 17 20 7 2 0 55 

大谷田・佐野 2 2 0 3 4 0 11 

中央本町 4 9 8 12 3 0 36 

花畑・保塚 4 14 13 12 2 1 46 

竹の塚・六月 2 5 13 11 4 4 39 

梅島 3 2 6 6 4 1 22 

西新井・江北 9 20 5 5 3 1 43 

伊興 0 8 5 2 1 0 16 

鹿浜・舎人 3 3 14 15 3 1 39 

新田・江南 2 2 1 0 1 1 7 

計 42 89 105 101 37 14 388 

報告事項２ 



（３）受入可能数・入室申請者数・待機児童数の推移 

 

２ 待機児童数の集計について 

（１）待機児童数の集計方法 

学童保育室（放課後児童クラブ）の待機児童数については、それぞ 

れの自治体が各々の方法で集計を行っており、保育施設のように国が 

定めた同一集計方法によるものではない。 

【他自治体の例】 

 集計方法 

足立区 
学童保育室申請者のうち、児童館特例（ランドセルで児童館）利

用者のみ待機児童数に含めない。 

例１ 
学童保育室以外に同基準の子どもの居場所（放課後子ども教室

など）が確保されている場合は、待機児童数に含めない。 

例２ 
学童保育室に定員（受入可能数）を設けていないため、すべて

の入室申請を受け入れている（待機児童数はゼロ）。 

例３ 

他に利用可能な学童クラブがあるにもかかわらず、特定の学童

クラブを希望するなど保護者の私的な理由により待機している

場合は待機児童に含めない。 

  ※ 集計方法は、 

① 自治体により集計方法の明確な基準がない 

② 開示しない自治体がある 

③ 集計方法の例に対して明確に分けられない。 

よって自治体名の公表は控える。 



（２）集計方法の見直し 

来年度入室申請分から適正な待機児童数を把握し、現在の区の学童 

保育室の待機児童数集計の見直しを検討する。 

 

３ 今後の待機児対策の方針 

（１）民設学童保育室の整備 

ア 学童保育室の需要が多く見込まれる地域に対して整備を実施す

る。 

イ 既存の運営事業者のほか、保育園・幼稚園運営事業者に対しても 

周知し、応募を促す。 

 ウ 他自治体の待機児対策を参考に利用者の需要が多い小学校内の学 

童保育室等を整備するためのスキーム構築を図る。 

 

（２）児童の放課後の居場所の把握 

ア 学童保育、放課後子ども教室、児童館特例利用など放課後の子ど 

もの居場所確保のための一体的な居場所確保を推進する。 

イ 全ての学童保育待機者の放課後の居場所を把握する。 

 

 

 



令和６年度第２回 足立区地域保健福祉推進協議会 

「子ども支援専門部会」 
令和６年７月２３日 

件 名 足立区学童保育室整備計画（令和５年度見直し）の内容変更について 

所 管 部 課 子ども家庭部 学童保育課 

内 容 

令和６年３月に見直しをした足立区学童保育室整備計画（以下、「整

備計画」という）における「民設学童保育室の誘致」について、以下のと

おり内容を変更することとしたため報告する。 

 

１ 変更の理由 

令和６年度から学童保育課が子ども家庭部に新設されたことに伴い、

放課後子ども教室、学校内居場所及び私立幼稚園の活用等、総合的に教

育委員会事務局内の資源を活用した連携により、待機児対策を講じてい

くことが適切であると考えられるため。 

 

２ 見直し部分 

令和６年度中に民設学童保育室２５室を誘致する計画のうち、後期募

集で予定していた１１地区１１室については一旦募集を停止し、以下の

手法を検討することとする。 

 

３ 待機児対策について 

（１）民設学童保育室の誘致 

民設学童保育室の誘致として予定していた前期募集（１４室）につ

いては予定どおり実施する。 

（２）放課後子ども教室の活用 

１年生で実施していない放課後子ども教室の開催に向け青少年課

と協議していく。 

（３）学校内居場所の活用 

待機児童が予想される地域の校内学童保育室の開設に向けて学校

施設の活用を検討するとともに、学童保育室用に教室を改築すること

等が困難な場合は、教室の一時利用等の手法を用いた居場所確保の検

討を進める。 

（４）幼稚園の活用 

学童保育室が不足する地域において、空きが生じている私立幼稚園 

に対して学童保育室としての施設活用を提案し、施設整備を支援する。 

 

報告事項３ 



令和６年度 第２回 足立区地域保健福祉推進協議会 

「子ども支援専門部会」 
令和６年７月２３日 

件 名 足立児童相談所庁舎内へのこども家庭相談課分室の設置について 

所 管 部 課 こども家庭相談室 こども家庭相談課 

内 容 

区こども家庭相談課分室を、次のとおり足立児童相談所庁舎内に設置す

る方向で東京都と協議を進めているので報告する。 

 

１ 目的 

都足立児童相談所（以下、「足立児相」）庁舎内に区こども家庭相談課

（以下、「区こ家課」）分室（以下、「区分室」）を設置し、足立児相庁舎

での児童虐待相談対応等を共同で実施することにより、足立区における

児童相談体制を強化する。 

なお、本目的は都児童相談所と子供家庭支援センター※の連携強化と

して東京都が進めている「連携のための拠点づくり」の考えに基づくも

のである。 

 

※ 子供家庭支援センターとは、都要綱に基づき区市町村が設置してい

る機関で、子どもと家庭に関する総合相談及び子どもと家庭に関する

支援ネットワークの構築を行う機関。足立区ではこども家庭相談課が

子供家庭支援センターの機能を主に担っている。 

 

２ 足立区が想定している区分室での業務内容等 

（１）主な業務内容 

ア 児童福祉司が行う初期調査への協力 

足立児相から区こ家課への照会に対し区こ家課が業務端末を 

確認して回答していた業務を区分室において行う。 

イ 緊急受理会議等への出席 

足立児相庁舎内で行われる緊急受理会議等に出席し、区こ家課で

の対応履歴等を説明する。 

ウ 所内面接に同席しての区業務の概要案内 

区分室職員は児童福祉司が行う所内面接に同席し、子育てガイド

ブック、足立区行政窓口案内、障がい者のしおり等を利用しての区

の業務の窓口・内容の案内を行う。 

（２）配置員数  ３名 

（３）設置予定  令和６年１０月 

 

 

 

報告事項４ 



３ 今後の方針 

  協定書の締結に向けて、都と区分室での業務内容及び費用負担等の協

議を継続する。 

 

【参考】分室、サテライトオフィス等の設置区 

（１）「都児童相談所に子供家庭支援センターの分室」設置区 

① 新宿区 

令和５年７月に分室を都児童相談センターに設置 

（２）「子供家庭支援センターに都児童相談所のサテライトオフィス」設置区 

① 練馬区 

令和２年７月に練馬区子ども家庭支援センターに都がサテライ

トオフィスを設置 

  令和６年６月に練馬区子ども家庭支援センターと同じ建物に都

練馬児童相談所を開設 

② 台東区・中央区 

令和３年１２月に台東区子ども家庭支援センターに都が台東

区・中央区共同のサテライトオフィスを設置 

③ 渋谷区 

令和４年４月に渋谷区子ども家庭支援センターに都がサテライ

トオフィスを設置 

 

 

 


